
                            

 

 

 

 

 

   政令市になると、県で処理している次のような事務を直接行えるように

なり、住民に最も身近な基礎自治体として一体的な行政サービスの提供が

できるようになります。 

（例） 

   ○ 民生行政に関する事務 

   【児童相談所の設置】地方自治法施行令第 174 条の 26 

 児童福祉法第 12 条第 1 項 等  

・児童相談所の設置により、児童福祉に関するほとんどの事務を市で

行うことができるようになり、迅速にサービスの提供を図ることが

できます。 
 

   ○ 都市計画等に関する事務 

   【都市計画の決定】地方自治法施行令第 174 条の３８ 

都市計画法第８７条の２ 等 

・「線引き」を除く、県が処理する都市計画決定に関する事務の大半を

市で行うことができるようになり、より自主的な都市計画の策定が

可能となります。 
 

   ○ 土木行政に関する事務 

   【国道・県道の管理】道路法第１７条第１項 

・指定区間（国道３号、５７号）以外の国道及び県道の管理を行うこ

とができるようになり、住民の生活に直結した幹線道路を自主的に

管理できることとなります。 
 

  ○ 文教行政に関する事務 

  【県費負担教職員の任免等】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第 58 条 

・小中学校の教職員の採用、人事異動等の任命権を持つこととなり、

独自で特色のある学校教育運営等が可能となります。   

（１）事務配分上の特例効果 

    県で処理している事務の一部が政令指定都市に配分され、住民に

最も身近な基礎自治体として、より自主自立的かつ総合的な行政サ

ービスの提供を行うことができるようになります。 



◇ 参考                         

指定都市・中核市・特例市の処理する主な事務の比較 

（第 27 次地方制度調査会第 28 回専門小委員会資料より） 

 



                             
 


